
 

 

 

 

 

平取町イオルの森の広葉樹 

丸太売却に係る 

入札説明書 
（条件付き一般競争入札） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平取町 アイヌ施策推進課 

 

 
 



① 入札参加申込書等の配布及び提出 

◇日 時 令和７年５月３０日（金）から令和７年６月５日（木）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

◇場 所   平取町役場 アイヌ施策推進課イオル整備推進係 

② 入札物件の公開 ※要事前申込 アイヌ施策推進課イオル整備推進係まで 

（01457-2-2341） 

◇日 時   要協議（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時００分から午後４時００分まで 

◇場 所   イオルの森（沙流郡平取町二風谷） 

③ 入 札 

◇日 時   令和７年６月６日（金）午後２時から（時間厳守） 

◇会 場   平取町役場２階 ミーティングルーム 

※入札時刻に遅れた場合は、失格とします。 

④ 契 約 

◇落札後、契約締結 

⑤ 売却代金等の支払い 

◇契約締結後に一括納入 

※平取町の指定金融機関で売却代金を一括してお支払いください。 

⑥ 売却物品の引き渡し 

◇契約締結後、３０日以内に引き渡し 

※落札者へ引き渡し後、いかなる申し立ても受け付けしません。 

 



１．入札物件 

番号 物 品 名 伐 採 時 期 材 積 最低売却価格 

１ 製材用木材 2025 年 3 月 材長 2.4ｍ 6 ㎥〔ナラ類〕 6,000 円 

２ 薪・パルプ用木材 2025 年 3 月 材長 2.4ｍ 4 ㎥〔ナラ類〕 4,000 円 

 

２．入札の方法 

(1) 「条件付一般競争入札」により、最高の価格をもって入札した方と売買契約を締結し

ます。 

(2) 入札回数は、１回とします。 

(3) 落札者となるべき入札者が２者以上いる場合は、くじで落札者を決定します。 

(4) 入札参加を希望する方は、以下の事項をご承知の上、申し込んで下さい。 

３．入札の参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。（契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者等） 

(2) 未成年者及び被補助人にあっては、契約締結のための同意を得ていること。 

(3) 町税や町納付金の滞納がないこと。法人の場合は、法人及びその代表者に町税や町納

付金の滞納がないこと。 

(4) 当該公告の日から当該入札の日までの間のいずれの日においても、平取町から指名停

止を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）の規定に基づき、更生手続または再生手続の開始の申立てがなされていないこ

と（更生手続開始後または再生計画の認可決定後の者を除く。）。 

 

４．入札参加申込書等の配布及び受付 

(1) 日 時 令和７年５月３０日（金）から令和７年６月５日（木）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(2) 場 所 平取町役場アイヌ施策推進課イオル整備推進係 

 



(3) 提出書類 

ア 入札参加申込書【様式１】 

イ 身分証明書（個人で申請を行う場合：運転免許証の写しなど） 

ウ 登記事項証明書の謄本（法人で申請を行う場合。申込書提出日以前３ヶ月以内のもの

で写し可） 

※期間内に提出されない場合は、入札に参加できません。 

※提出書類は、返還しません。 

 

５．入札物件の公開 ※要事前申込 アイヌ施策推進課イオル整備推進係まで(01457-2-2341) 

(1) 日 時 要協議（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

午前９時００分から午後４時００分まで 

(2) 場 所 イオルの森（沙流郡平取町二風谷） 

６．入札及び開札 

(1) 日 時 令和７年６月６日（金）午後２時から（時間厳守） 

(2) 場 所 平取町役場２階 ミーティングルーム 

※ 入札時間に遅れた場合は、失格とします。 

 

７．入札に必要な書類 

(1) 入 札 書 【様式３】 

(2) 身分証等  運転免許証・健康保険被保険者証などを提示して下さい。 

８．入札の無効 

(1) 所定の様式以外の入札書を使用したもの 

(2) 記名押印のない入札書 

(3) 入札書の金額を訂正したもの 

※ 上記のいずれかに該当する場合、入札は無効とします。 

 



９．入札保証金及び契約保証金免除とします。 

１０．契約締結及び売却代金等の納入 

(1) 契約金額は、入札書に記載された金額となります。 

(2) 契約締結後、平取町の指定金融機関で売却代金を一括してお支払いください。 

１１．売却物件の引き渡しの期限及び場所 

(1) 期 限 契約締結後３０日以内 

(2) 場 所 イオルの森（沙流郡平取町二風谷） 

１２．その他 

(1) 物件の引渡し等、売買に係る一切の費用は、落札者の負担とします。 

(2) 売却物件を落札者へ引き渡し後、いかなる申し立ても受け付けしません。 

(3) その他、不明な点は平取町役場アイヌ施策推進課イオル整備推進係までお問い合わせ

下さい。 

【問い合わせ先】平取町役場 

アイヌ施策推進課イオル整備推進係 

〒055-0192 沙流郡平取町本町２８番地 

TEL：01457-2-2341 

FAX：01457-2-2277 

 


